
 

 

「島根県国民保護計画」変更素案に対するご意見の募集について 

 

島根県は、国民保護法に基づき、国民の保護のために県が行う措置及び平素にお

いて備えておくべき物資や訓練等に関する事項を定めた「島根県国民保護計画」を

作成しております。 

この度、国が定める「国民の保護に関する基本指針」の一部変更に伴う、「島根

県国民保護計画」の変更素案をまとめました。 

この変更素案について、広く県民の皆様からのご意見を募集します。 

（参考_内閣官房 HP） 

「国民の保護に関する基本指針」について 

（https://www.kokuminhogo.go.jp/gaiyou/yujikanrensei/kihonshishin.html） 

 

１ 意見募集期間 

令和８年６月２９日（月）から令和８年７月２８日（火）まで 

  

２ 閲覧方法 

   ○県政情報センター 

○各県政情報コーナー 

   ○島根県防災部防災危機管理課 

○県ホームページ 

（https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/kokuminhogo/） 

 

３ 提出方法 

  ご意見は、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法でご送付下さい。 

  （電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承下さい。） 

  ○郵送 〒690-8501 松江市殿町１番地 島根県防災部防災危機管理課あて 

  ○ファックス ０８５２－２２－５９３０ 

  ○電子メール bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp 

  必ず件名に「島根県国民保護計画変更素案」と記載いただき、ご意見提出様式 

を添付してください。 

 

４ ご意見の反映・個人情報の取り扱い 

お寄せいただきましたご意見は、計画修正の参考にさせていただきます。 

 ご意見に対する個別回答はいたしません。後日、個人が認識される情報を除いた

上で、ご意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表しますので、ご了承下さい。 

 

※ 詳細については下記ホームページからご覧ください。 

  https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/kokuminhogo/ 

令和８年６月２９日 

島根県防災危機管理課 

担当：谷口、渡部 

電話：0852-22-6484 

https://www.kokuminhogo.go.jp/gaiyou/yujikanrensei/kihonshishin.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/kokuminhogo/

